
厚生労働省

福島県 基金

被災12市町村
及びその出張所
等所在自治体

民間企業等

基金から補助

事業を委託

雇用機会の創出

事業を委託

福 島 県 被 災 求 職 者

雇用 ハローワーク

求人・求職の
マッチング

≪事業スキーム≫

交付金の交付（一部を基金へ積み増し）

◆ 事業概要

○ 次の雇用までの一時的な雇用の場を求める福島県被災求職者に対し、企業、ＮＰＯ等への

委託により、雇用・就業機会を創出し、生活の安定を図る。

◆ 実施要件

○ 福島県の自治体等が実施する原子力災害由来の事業等（他の事業で措置できない事業

に限る）を対象とする。

○ 次の安定雇用への円滑な移行につながる人材育成を併せて実施する。

○ 事業費に占める新規に雇用される対象者の人件費割合は１／２以上。

○ 雇用期間は１年以内（複数回更新可）

○ 長引く原子力災害の影響により、福島県における雇用の復興にはなお時間を要するとともに、依然として９万人以上の被災者が福島県の内外に
避難する状況が続いている。
○ 平成29年度以降も、避難指示の解除が順次進捗することが想定されるが、こうした地域への帰還等を契機に、避難者や長期の非就労状態に
あった方が労働市場に流入することが予想されるものの、避難解除等区域における事業所の地元再開率は20.3％と未だ低い水準にとどまっており、
帰還者の地元での雇用機会が十分に確保されているとはいえない状況にある。
○ こうした方々の雇用が安定するまでの準備期間に限り、次の雇用までの一時的な雇用の場を確保し、生活の安定を図る。

趣 旨

事業の概要

◆事業内容
○事業実施期間：平成２９年度末まで

（ただし、平成２９年度までに開始した基金事業については平成３０年度末まで）
○実施地域：福島県全域
○対象者：福島県被災求職者

①福島県に所在する事業所に雇用されていた者
②福島県に居住していた者

のいずれかに該当し、かつ過去１年間に福島県内で震災等対応雇用支援事業
又は原子力災害対応雇用支援事業以外の仕事に就いていない者

原 子 力 災 害 対 応 雇 用 支 援 事 業 （ 継 続 ） 平成29年度予算額 18.7億円
（平成28年度予算額 42.4億円）
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